
1 対象者 ： 老齢年金、遺族年金を請求する方
※繰り上げ請求、障害年金の請求は受付しません。
※年金事務所で相談が必要な場合などは、お断りする場合があります。

2 時間 ： 午前１０時から午後３時まで　

3 場所 ： 鴨川市役所４階　　または　ふれあいセンター２階　

4 定員 ： 先着２５名

5 受付時間 ： 電話　平日の午前８時４５分～午後５時００分
： 窓口　平日の午前８時４５分～午後４時３０分

6 予約方法 ： 電話または、市民生活課保険年金係窓口まで
相談希望者及び配偶者の情報をお知らせください。

①手続き内容（老齢年金/遺族年金）②氏名（旧姓）
③生年月日　④基礎年金番号　⑤住所　⑥電話番号

7 電話番号　： ０４－７０９３－７８３９（鴨川市役所市民生活課保険年金係）

8 日程

市役所

ふれあいセンター 

市役所

市役所

市役所

市役所

9 注意事項

事前に、必要書類を年金事務所に確認してください。
（基礎年金番号またはマイナンバーを準備の上、電話してください。）

令和8年度

年金相談
（完全予約制）

鴨川市横渚1450番地　　　　　 鴨川市八色887番地1

●予約がない場合、相談を受けることができません。

５月２８日（木） 　４月２３日（木）～　５月７日（木）

７月２３日（木） 　６月２３日（火）～　７月２日（木）

９月２４日（木） 　８月２０日（木）～　９月３日（木）

１１月２６日（木） １０月２２日（木）～１１月４日（水）

１月２８日（木） １２月２２日（火）～　１月６日（水）

３月２５日（木） 　２月１８日（木）～　３月４日（木）

木更津年金事務所 ０４３８－２３－７６１６　
自動音声案内　①　→　②

相談日 場所 予約受付期間


